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参考様式 

令和 6 年 5 月 13 日 

 

質問回答書 

 

事業名称  

令和 6 年度道の駅とざわ電気自動車の急速充電設備設置事業公募型プロポーザル 

 

 上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

項番 質問事項等 回答 

１ 

4.新たな EV 充電器の種類 

現在の受電設備では、50kW を超えた急速充電

器を設置することができませんので、出力が

50kW の急速充電器でご提案ください。 

新電元工業株式会社製急速充電器

「SDQC2F60UT3210-MLV」と同等の性

能を備えた急速充電器とあるが、50kW 以

上の充電器の提案は可能か。 

２ 

5.業務内容 

（2）既存の EV 充電設備撤去工事 屋根および項番 4のセンサ付スポットライトの

ほかに流用できるものがありましたら、是非ご提

案をお願いします。 

既存の EV 充電設備撤去工事とあるが、既

存設備で流用できるものがあれば流用し

て問題ないか。 

３ 

5.業務内容 

（3）令和 6 年度充電・充てんインフラ補

助金の申請等事務手続き 

経済産業省では、老朽化した設備の更新等を踏

まえ今年度は昨年度の 2 倍の予算（360 億円）を

確保した内容で報道されております。加えて、道

の駅への設置となりますので、優先順位は低くな

く、補助金は採択されるものと考えています。 

補助金の財源を見込んでの事業となりますの

で、補助金が不採択となった場合には、契約は白

紙となります。 

「令和 6 年度クリーンエネルギー自動車

の普及促進に向けた充電・充てんインフラ

等導入促進補助金」に申請した結果、補助

金が不採択となった場合、契約は白紙とな

るのか。 

４ 

5.業務内容 

（1）EV 充電設備の設置工事 
既存充電設備には、本質問回答書 2ｐに掲載し

たとおり、センサ付スポットライトを備え付けて

います。新たなＥＶ充電器には、問題なければ、

この照明器具を流用していただきたいと考えて

おります。 

既設充電器には照明が設置されているが、

充電器付近に照明の設置は必須か。 
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項番 質問事項等 回答 

5 

業務仕様書 6 項 費用負担 

受注者となります。 
契約者の負担と記載されておりますが、こ

の契約者とは戸沢村役場様の事でしょう

か？ 

6 

公募要領書 6 項 企画提案書類 

重複するものは、提出いただかなくて結構で

す。 

①～⑦に記載されている内容と様式第 6

号に記載されている内容の全てと提出必

要でしょうか？ 

例）実施体制調書、見積書が双方に記載あ

り 

 

 

 

パナソニック製 

LED 照明器具 

品番 LGWC45030BK 

MSKD 100V 屋外用 

消費電力 10.0W 

光源 1×10.0W 


